
市非常勤嘱託（教員）の募集 問合先：学校教育課

 

都
留
市
で
は
、
平
成
26
年
度
の
非
常

勤
嘱
託
員（
教
員
）を
募
集
し
ま
す
。

■
職
務
内
容

　

市
内
の
各
小
中
学
校
に
所
属
し
、

市
費
負
担
教
員
と
し
て
児
童
・
生
徒

へ
の
学
習
指
導
な
ど
、
学
校
教
育
に

従
事
し
ま
す
。

■
任
用
条
件

・
平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で
に
、
小

学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
を
取
得
見

込
み
の
方
。

・
既
に
小
学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は

一
種
の
免
許
を
お
持
ち
の
方
。

・
平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で
に
、
中

学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状（
外
国
語

教
科　

英
語
）の
免
許
を
取
得
見
込

み
の
方
。

・
既
に
中
学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は

一
種
の
外
国
語
教
科（
英
語
）の
免
許

を
お
持
ち
の
方
。

・
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条

項（
※
下
記
参
照
）に
該
当
し
な
い
方
。

■
募
集
人
員

　

小
学
校
教
員
若
干
名

　

中
学
校
教
員
若
干
名

■
勤
務
条
件

賃
金
月
額　

１
６
７
、０
０
０
円

※
通
勤
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、

通
勤
距
離
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

支
給
し
ま
す
。

任
用
期
間　

平
成
26
年
4
月
1
日
～

平
成
27
年
3
月
31
日

年
次
有
給
休
暇　

有
り

勤
務
時
間　

始
業
・
終
業
時
間
は
、

学
校
長
の
判
断
に
よ
り
、異
な
り
ま
す
。

1
日
あ
た
り
の
実
働
時
間　

原
則
7

時
間
45
分　

別
途
休
憩
時
間
有
り
。

社
会
保
険
等　

健
康
保
険
法
、
厚
生

年
金
保
険
法
及
び
雇
用
保
険
法
の
各
要

件
に
該
当
す
る
場
合
は
加
入
し
ま
す
。

■
申
込
手
続
き

　

平
成
26
年
２
月
７
日（
金
）
ま
で

に
、
教
員
免
許
状
又
は
教
員
免
許
状

取
得
見
込
証
明
書
の
コ
ピ
ー
、
履
歴

書（
写
真
貼
付
の
こ
と
）と
職
務
経
歴

書
を
都
留
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
可
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、

封
筒
に「
市
非
常
勤
嘱
託
員（
教
員
）

申
込
」と
朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
小
中
学
校
両
方
の
免
許
を
お
持
ち

（
又
は
取
得
見
込
み
）の
方
は
、
ど
ち

ら
の
採
用
を
希
望
す
る
か
、
応
募
書

類
に
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法

　

書
類
選
考（
１
次
選
考
）と
面
接
・

作
文
選
考（
２
次
選
考
）に
よ
り
ま
す
。

２
次
選
考
は
、
１
次
選
考
で
選
考
さ
れ

た
方
を
対
象
に
実
施
し
ま
す（
日
程
は

２
月
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
対
象

者
へ
は
別
途
通
知
い
た
し
ま
す
）。

　

な
お
、
2
次
選
考
の
結
果
は
、
2

月
末
ま
で
に
選
考
を
受
け
た
す
べ
て

の
方
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条

（
欠
格
条
項
）

１
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

２
禁き

ん
こ錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者

３
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処

分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

４
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会

の
委
員
の
職
に
あ
つ
て
、
地
方
公

務
員
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
刑

に
処
せ
ら
れ
た
者

５
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に

お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の

下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破

壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ

れ
に
加
入
し
た
者 

初狩憩
いこ

いの公園サッカー場の使用について
問合先：大月都留広域事務組合

☎（20）2651
　

こ
の
た
び
、
初
狩
地
区
に
大
月
都
留

広
域
事
務
組
合
の
管
理
す
る
初
狩
憩
い

の
公
園
サ
ッ
カ
ー
場（
人
工
芝
・
１
面
）

が
完
成
し
、
12
月
１
日
か
ら
貸
出
を
開

始
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

利
用
時
間　

８
時
30
分
～
17
時

利
用
料
金　

１
時
間
１
、５
０
０
円

※
大
月
市
民
及
び
都
留
市
民
以
外
の

者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
使
用

料
の
２
倍
の
額

使
用
料
の
減
免

　

大
月
市
・
都
留
市
内
の
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団（
小
学
生
・
中
学
生
）の
団
体
に

は
、
使
用
料
金
の
減
免
が
あ
り
ま
す
。

サ
ッ
カ
ー
場
予
約
方
法

　

１
カ
月
前
か
ら
予
約
可
能（
２
月

の
予
約
は
、
１
月
６
日
か
ら
受
付
）

※
受
付
時
間
は
８
時
30
分
か
ら
で
す

が
、
電
話
で
の
予
約
に
つ
き
ま
し
て

は
、
９
時
か
ら
と
な
り
ま
す
。
大
月

都
留
広
域
事
務
組
合
に
直
接
お
電
話

く
だ
さ
い
。

確定申告のお知らせ
問合先：大月税務署

☎（22）3151

■
申
告
書
の
提
出
方
法

　

申
告
書
の
提
出
は
、
郵
便
又
は
信
書

便
に
よ
る
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
の「
控
」に
税
務
署
受

付
印
の
押
印
及
び「
控
」の
返
送
を
希
望

す
る
方
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
万
年
筆

で
記
載
し
た「
控
」と
宛
先
を
記
入
し
た

返
信
用
封
筒（
切
手
を
貼
付
）を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の「
控
」に
税
務
署
受
付
印
の

押
印
を
希
望
す
る
方
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン

又
は
万
年
筆
で
記
載
の
う
え
、
提
出
用

と
一
緒
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　

税
務
署
か
ら
は
、
申
告
書
の
提
出
後

に
、
納
付
書
や
納
税
の
お
知
ら
せ
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
申
告
に
よ
り
納

付
す
べ
き
税
金
は
、
納
付
期
限（
＝
申
告

期
限
）ま
で
に
納
付
書
に
よ
り
、
最
寄
り

の
金
融
機
関
の
窓
口
も
し
く
は
税
務
署

窓
口
で
納
税
を
お
願
い
し
ま
す（
口
座
振

替
を
除
く
）。

※「
納
付
書
」は
、
税
務
署
及
び
金
融
機

関
に
ご
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
に
は
、
安
全

で
便
利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
口

座
振
替
を
ご
利
用
さ
れ
て
い
る
方
で
も
、

大
月
税
務
署
管
内
に
転
入
さ
れ
た
場
合

や
、
新
た
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

を
ご
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
改
め
て

手
続
き
が
必
要
で
す
。

※「
口
座
振
替
依
頼
書
」は
、
税
務
署
及

び
金
融
機
関
に
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、「
確
定
申
告
書
の
手
引
き
」に
も

◎国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】では、確定申告に必
要な各種情報などを提供しています。

・ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で入力し
た申告書データに電子証明書を添付して、そのまま送信（提
出）することができる e-Tax（ｲｰﾀｯｸｽ）があります。e-Tax を
ご利用いただくためには、所定の手続が必要ですので国税
庁ホームページをご覧ください。

・また、「確定申告書等作成コーナー」で入力し、プリント
アウト（白黒でも可）した確定申告書などは、そのまま税務
署に提出することもできます。

・なお、国税庁ホームページでは、確定申告書のほかにも
税務に関する主な行政手続についての申請・届出書様式を
提供していますので、是非ご利用ください。

内　　容 期　　間

所得税及び復興特別所得税の
確定申告の相談、申告書の受
付及び納税の期限

２月17 日（月）～３月17 日（月）

還付申告の提出 １月６日（月）～
贈与税の申告 ２月３日（月）～３月17 日（月）
個人事業者の消費税及び
地方消費税 １月６日（月）～３月31 日（月）

※口座振替をご利用の場合の振替日は、所得税及び復興特別
所得税が４月22 日（火）、消費税及び地方消費税が４月24 日

（木）です。
※提出期限間近になりますと、税務署は大変混雑しますので、
申告はお早目にお願いします。
※税務署では、「申告書作成会場」を設けて、申告書の書き方
などのアドバイスを行っていますので、ご利用ください。

様
式
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

切
り
離
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
外
財
産
調
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
12
月
31
日
に
お
い
て
、
価

額
の
合
計
額
が
５
、０
０
０
万
円
を
超
え

る
国
外
財
産
を
有
す
る
方
は
、
平
成
26

年
３
月
17
日（
月
）ま
で
に「
国
外
財
産
調

書
」を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
確
定
申
告
の
相
談
会

　

確
定
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
相
談
会
な
ど
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
お
越
し
の
際
は
、
次
の
も
の

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
平
成
25
年
分
の
収
入
金
額
、
必
要
経
費
、

所
得
金
額
の
わ
か
る
も
の
、
源
泉
徴
収

票
、
国
民
健
康
保
険
の
領
収
書
、
国
民

年
金
保
険
料
及
び
国
民
年
金
基
金
の
掛

金
の
支
払
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
類
、
生

命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
寄
附
金
な

ど
の
各
種
控
除
の
支
払
を
し
た
旨
な
ど

を
証
す
る
書
類
、
申
告
書
が
税
務
署
か

ら
送
付
さ
れ
た
方
は
そ
の
申
告
書

・
平
成
24
年
分
の
申
告
書
・
収
支
内
訳

書
等
の「
控
」

・「
印
鑑（
認
印
）」、「
計
算
器
具
」、「
筆

記
用
具
」な
ど

・
還
付
申
告
の
方
は
還
付
金
の
振
込
先

金
融
機
関
名
・
預
貯
金
種
別
・
ご
本
人

の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

■
税
理
士
に
よ
る
年
金
受
給
者
及
び
給

与
所
得
者
に
対
す
る
無
料
相
談

日
　
時　

２
月
20
日（
木
）10
時
～
16
時

会
　
場　

富
士
吉
田
市
民
会
館

対
象
者

・
公
的
年
金
等
受
給
者
で
所
得
税
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
方

・
年
金
受
給
者
及
び
給
与
所
得
者
で
医
療

費
控
除
の
還
付
申
告
書
を
提
出
す
る
方

※
土
地
、
建
物
及
び
株
式
な
ど
の
譲
渡
所

得
の
あ
る
場
合
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
先

東
京
地
方
税
理
士
会
大
月
支
部
事
務
局

☎
０
５
５
５（
22
）８
４
８
１

会　　　場
確定申告書作成相談会 税理士会が行う無料申告相談

開　催　日 時　間 開　催　日 時　間

上野原市
もみじホール 1月30日（木）

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

2 月6 日（木）
2 月7 日（金）

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

都留市役所 1月31日（金） ―

富士吉田市
市民会館 1月28日（火） 2 月13 日（木）

2 月14 日（金）
富士河口湖町
中央公民館 1月29日（水） 2 月12 日（水）

■相談会の日程

Ｈ 2 6 . 1 . 1 8Ｈ 2 6 . 1 . 19



新成人の皆さん 忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう
問合先：市民生活課年金・医療担当

大月年金事務所☎（22）3811
　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障

だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が
で
重

い
障
害
が
残
っ
た
り
し
た
と
き
な
ど

に
も
年
金
を
支
給
し
、
思
い
が
け
な

い
人
生
の「
万
が
一
」も
サ
ポ
ー
ト
す

る
公
的
年
金
制
度
で
、
国
が
責
任
を

も
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

義
務
と
権
利

　

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
は
、
国

民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
付

す
る
義
務
が
あ
り
、
年
金
を
受
け
取

る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

加
入
の
手
続
き

　

学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
第
一
号

被
保
険
者
と
な
る
方
は
、
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
役
場
で
直
接
、
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
二

号
被
保
険
者
の
方
や
、
そ
の
第
二
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の

第
三
号
被
保
険
者
の
方
は
、
勤
務
先

の
事
業
所
が
加
入
手
続
き
を
行
い
ま

す
の
で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
猶
予
・
免
除

　

学
生
で
あ
る
な
ど
、
収
入
が
少
な

い
た
め
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
で
き
な
い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・
免
除
と
な

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
申
請
を

行
わ
な
い
ま
ま
、
国
民
年
金
保
険
料

が
未
納
に
な
っ
て
い
る
と
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
や
、
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障

害
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
障

害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
な
ど
を
防
止
す
る
た

め
の
制
度
で
す
。

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」は
、
所
得

が
な
い
学
生
の
方
の
ご
本
人
の
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す
。
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
め
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
の

た
め
に
、「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
、
上

記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市民に「愛される水」を目指して―バナジウムたっぷり、「熊太郎の大好物」
問合先：水資源活用課

水道業務担当
　

平
成
の
名
水
百
選「
十
日
市
場
・
夏

狩
湧
水
群
」富
士
の
山
肌
に
注
い
だ
雨

や
雪
が
火
山
灰
や
礫れ

き

を
フ
ィ
ル
タ
ー
に

し
て
、
長
い
年
月
を
か
け
て
地
下
の
水

脈
に
た
ど
り
着
く
。
地
下
に
眠
る
い
く

筋
も
の
水
脈
の
一
部
が
十
日
市
場
や
夏

狩
地
区
が
出
口
と
な
っ
て
湧
き
出
て
い

ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
湧
水
群
に
あ
る
第

一
水
源〝
熊
太
郎
水
源
〟か
ら
湧
き
出

た
原
水
を
ボ
ト
リ
ン
グ
し
た『
つ
る

の
水
物
語「
熊
太
郎
の
大
好
物
」』と

い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
水
を
製
造
販
売

し
て
い
ま
す
。
ラ
ベ
ル
は
、
市
の
木
・

花
・
鳥
な
ど
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
美

し
い
雫
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　

本
市
の
魅
力
的
な
地
域
資
源
で
あ

る〝
豊
か
な
水
〟を
市
内
外
の

方
々
へ
Ｐ
Ｒ
を
図
る
中
、
市

民
に「
愛
さ
れ
る
水
」を
目
指
す
た
め
、

市
民
の
方
や
自
治
会
・
市
民
団
体
な

ど
の
会
議
や
会
合
な
ど
で
利
用
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
販
売
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ボ
ト
ル
と
グ
ラ
ス
を
セ
ッ
ト
に
し

た
ギ
フ
ト
セ
ッ
ト〝
つ
る
の
雫
〟も
販
売

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

 「
熊
太
郎
の
大
好
物
」

１
本
１
１
０
円（
５
０
０
ｍ
ｌ
）

１
箱（
24
本
入
）２
，
６
４
０
円（
税
込
）

ギ
フ
ト
セ
ッ
ト「
つ
る
の
雫
」

ワ
ン
コ
イ
ン
５
０
０
円

（
税
込
５
２
５
円
）

※
消
費
税
率
の
変
更
に
よ
り
金
額
が
変

動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■（上）富士山の湧
水がそのままボト
リングされている
ので、本当におい
しいお水です。
■（右）「つるの雫」
お土産にいかがで
しょうか？

民生委員・児童委員が改選されました
問合先：福祉課地域福祉担当

☎（46）5112

地　区 担当者 地　区 担当者

谷村地域

田原 矢﨑暉文

東桂地域

鹿留沖 佐藤和男
楽山 小俣貞一 上夏狩 藤江啓一
上町 藤江峰夫 上夏狩 髙山春美
上天神町 宮本節子 下夏狩 小林義和
早馬町 花田聖恵 境 白井和廣
下天神町・上天神町の一部 金子富士子 境 杉田よし子
新町 加藤あき子

宝地域

金井 金子　明
川棚・旭ヶ丘 奥秋芳久 厚原・平栗・加畑・ｻﾝﾀｳﾝ平栗 堀田慶三郎
仲町 鈴木久美子 宮下一部・横畑・南組 小林重雄
高尾町 三枝和子 宮下一部・上手・上中下組・天神組 渡辺　茂
下町 中島三千雄 御太刀・御北・久保 渡邉和子
横町 奥　敏弘 岩崎・大門・ｻﾝﾀｳﾝ宝 三浦忠一
栄町 眞田惠子 つるぎ・古宮地 小俣澄子
幸町・城北町 齋藤久仁子 大野・宮地・丹保・高畑 園田一二
田町 小宮常正

禾生地域

四日市場・赤坂・瀬中 井上有美子
寿町 志村正福 四日市場・富士見台 戸澤宣子
弁天町・深田 田邉ゆき子 月見ケ丘 坂田德行
新明町・姥沢 井上　満 古川渡 大森初枝
新井 佐藤恵美 古川渡 長田久雄
長者町 山田詔司 井倉・井倉団地・ｻﾝﾀｳﾝ井倉 谷内英敏
鷹之巣・雇用促進住宅 秋山つや子 九鬼・九鬼団地 小笠原一郎
羽根子 花田房子 川茂 川茂真奈美

三吉地域

法能・住吉・日の出町 長田孝子 堀之内・原 井上敏子
宮原・中野団地 宮原正伯 松葉・中谷・古宿 小俣みち子
玉川・ｻﾝﾀｳﾝ玉川・引の田 坂田紀男 門前 田代重雄
下戸沢・上戸沢 渡邉重基 宿・田野倉団地 小宮正廣

開地地域

緑町・熊井戸・熊井戸団地 程原正明 宿 小俣哲夫
下小野・中小野・西海戸 宮澤みつよ

盛里地域

与縄 野武二男
大津・上小野・権現原 重森重子 朝日馬場・朝日団地 平井三郎
下細野・上細野 髙畑由巳子 久保・神門・大平 杉本重子
菅野 小林尚子 朝日曽雌 小俣眞佐子

東桂地域

十日市場 鈴木　隆
十日市場 矢野文宣 地　域 担当者
蒼竜峡団地 小宮克己

各地域の
主任児童
委員

谷村 杉山あけみ
桂町 渡邉喜代美 谷村 御園久子
桂町 大林政志 三吉・開地 亀田美千子
桂町 志村正子 東桂 羽田ひで子
桂町 新田　実 東桂 小佐野恵美子
鹿留宮下 小林秀昭 宝 武井美由樹
鹿留宮下 渡邉きみ代 禾生 小林和美
鹿留古渡 三枝忠之 禾生 島崎茂子
鹿留古渡 神部仁美 盛里 日向徳子

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を

ご
存
じ
で
す
か

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
方
々
で

す
。
地
域
の
皆
さ
ん
の
日
々
の
暮
ら

し
の
中
で
困
っ
た
り
、
悩
ん
だ
り
し

た
こ
と
の
相
談
に
の
り
、
専
門
機
関

や
行
政
機
関
な
ど
と
の
パ
イ
プ
役
と

し
て
活
躍
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

市
内
に
は
、
82
名
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す（
下

表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）。
子
育

て
に
関
す
る
こ
と
、
高
齢
者
の
介
護

に
関
す
る
こ
と
、
健
康
・
医
療
に
関

す
る
こ
と
な
ど
、
生
活
の
中
で
困
っ

た
り
悩
ん
だ
り
し
た
時
は
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

相
談
内
容
が
他
に
漏
れ
る
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
守
秘

義
務
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん

か
ら
受
け
た
相
談
内
容
や
秘
密
が
他

に
漏
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
個

人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に

配
慮
し
た
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
。
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ひとり親家庭の方に就学支度金があります 問合先：記事内をご覧ください
　

４
月
に
小
中
学
校
へ
入
進
学
す
る

児
童
・
生
徒
が
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

に
、
県
よ
り
支
度
金
と
し
て
児
童
一

人
に
つ
き
１
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

・
県
内
在
住
者
で
あ
る
こ
と

・
平
成
26
年
４
月
に
山
梨
県
内
の
小

中
学
校（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
・

中
学
部
を
含
む
）へ
入
進
学
す
る
児

童
・
生
徒
を
監
護
し
、
生
計
を
同
一

と
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親（
父
母

の
な
い
児
童
の
養
育
者
を
含
む
）で

あ
る
こ
と
。

※
た
だ
し
、
児
童
福
祉
施
設（
母
子

生
活
支
援
施
設
を
含
む
）に
入
所
中

の
児
童
並
び
に
里
親
に
委
託
中
の
児

童
は
除
く

・
平
成
25
年
度（
平
成
24
年
分
）の
所

得
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
で
あ
る

こ
と

・
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な
い
こ
と

支
給
額

　

該
当
の
子
１
人
に
つ
き

　

１
０
，
０
０
０
円

手
続
き
方
法

提
出
書
類

・
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入
進
学

支
度
金
支
給
申
請
書

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
受
給

資
格
者
証
の
写
し
な
ど
、
資
格
を
証

明
す
る
書
類

申
請
期
間

　

１
月
６
日（
月
）～

　

１
月
31
日（
金
）

提
出
先

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務

所
福
祉
課
、
ま
た
は
、
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
都
留
福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当

問
合
先

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務

所
福
祉
課　

児
童
生
保
担
当

☎
０
５
５
５（
24
）９
０
４
２

福
祉
課　

子
育
て
支
援
担
当

☎（
46
）５
１
１
２

今
月
の

「
ふ
れ
あ
い
・
子
育
て
サ
ロ
ン
」

親
子
一
緒
の
サ
ロ
ン

日
　
時　

１
月
20
日（
月
）

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

各
自
必
要
な
物

費
　
用　

２
０
０
円

託
児
サ
ロ
ン

日
　
時　

１
月
27
日（
月
）

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
、

お
や
つ
、
飲
み
物
、
着
替
え
、
靴

費
　
用　

３
０
０
円

※
開
催
日
の
２
週
間
前
か
ら
受
付
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎（
46
）５
１
１
５

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
び
き
の
会
」の
読
み
聞
か
せ

日
　
時　

１
月
11
日（
土
）14
時
～

場
　
所
　
市
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内
　
容　

み
ん
な
が
選
ん
だ
絵
本
や
紙

　
　
　
　

芝
居
を
読
み
ま
す
。

こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
の

「
こ
ぐ
ま
の
ち
い
さ
な
お
は
な
し
会
」

日
　
時　

１
月
17
日（
金
）10
時
30
分
～

場
　
所　

市
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内
　
容　

乳
児
か
ら
未
就
園
児
の
親
子

　
　
　
　

を
対
象
に
読
み
聞
か
せ
や
手

　
　
　
　

遊
び
を
し
ま
す
。

こ
ぶ
た
の
会
の「
ワ
ク
ワ
ク
」お
は
な
し
会

日
　
時　

１
月
25
日（
土
）14
時
～

場
　
所　

市
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内
　
容　

小
さ
な
子
ど
も
む
け
の
お
話

　
　
　
　

や
歌
、
手
遊
び
を
し
ま
す
。

自
主
保
育
グ
ル
ー
プ「
は
ね
こ
っ
こ
」

　

市
立
病
院
近
く
の
旧
・
羽
根
子
集
落

内
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
行
き
た
い
と
こ

ろ
に
歩
く
こ
と
で
自
然
の
移
り
変
わ
り

を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

日
　
時　

毎
週
木
曜
日
９
時
40
分
集
合

　
　
　
　

13
時
解
散

※
詳
細
は
電
話
か
、
メ
ー
ル
に
て
お
問

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
０
７
０（
５
３
６
４
）５
８
３
５（
梅
崎
）

メ
ー
ル
：tsunagaringcafe@

gm
ail.

com
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